
 

  
 

 

 

 仕事などで平日の日中、役場へお越しいただけない方のために、次のとおり窓口を

開庁します。 

 

１ 開庁日及び開庁時間 

 （１）開 庁 日：令和８年３月２９日（日）、４月４日（土） 

 （２）開庁時間：午前８時２５分から午後５時１０分まで 

 

２ 主な取扱業務 

担 当 課 業  務  内  容 お問合せ先 

町民生活課 

転入、転出、転居等の届出 

２６－２００６ 

住民票の交付（広域交付を除く） 

戸籍関係証明書の交付（広域交付を除く） 

印鑑登録、印鑑登録証明書の交付 

マイナンバーカードの交付 

健康保険課 

国民健康保険の手続 

２６－２００７ 後期高齢者医療保険の手続 

はり・きゅうマッサージ等施術料助成受領証の交付 

介護保険の手続 
２６－２００８ 

めいりんの湯無料保養券の交付 

福 祉 課 

障がい者支援に関する手続 
２６－２００９ 

障害者手帳、療育手帳の手続 

児童手当・児童扶養手当の手続 

２６－２０１０ 
子ども医療費・ひとり親家庭医療費の手続 

保育所の入退所の手続 

放課後児童クラブの入退会の手続 

税 務 課 
所得、課税及び納税に関する証明書発行 ２６－２０１１ 

固定資産に関する証明書発行 ２６－２０１３ 

上下水道課 

給水の申込に関する手続 

２２－１３４１ 給水の中止に関する手続 

水道料金、下水道使用料の納付 

 

◎内容によってはお受けできない場合もありますので、事前にお問い合わせください。 


